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Ｑ１．２０１３年３月２３日から全国相互利用が開始される交通系ＩＣカードとは、どのカード

のことですか？ 

Ａ：次の１０種類のカードが相互に利用することができるようになります。  

  ①Ｋｉｔａｃａ（北海道旅客鉄道株式会社） 

       

 ②ＰＡＳＭＯ（株式会社パスモ） 

      

③Ｓｕｉｃａ（東日本旅客鉄道株式会社） 

     

④ｍａｎａｃａ＜マナカ＞（株式会社名古屋交通開発機構および株式会社エムアイシー）  

     

⑤ＴＯＩＣＡ（東海旅客鉄道株式会社） 
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⑥ＰｉＴａＰａ（株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ） 

     

⑦ＩＣＯＣＡ（西日本旅客鉄道株式会社） 

     

⑧はやかけん（福岡市交通局） 

     

⑨ｎｉｍｏｃａ（株式会社ニモカ） 

    

⑩ＳＵＧＯＣＡ（九州旅客鉄道株式会社） 

        

 

Ｑ２．全国相互利用を行う交通系ＩＣカードで利用できる交通機関はどこですか？ 

Ａ：全国相互利用を行う１０種類のカード取扱事業者のうち、全国相互利用を実施する事業 

者で利用できます。 
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Ｑ３．どのようなサービスが相互に利用可能になるのですか？ 

Ａ：鉄道およびバスでのＳＦ利用や、各交通系ＩＣカード加盟店での電子マネー利用（Ｐｉ 

ＴａＰａを除く）が可能になります。 

 

Ｑ４．ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａ以外の交通系ＩＣカードは、ＰＡＳＭＯ取扱事業者で紛失・障害 

再発行登録や再発行の取扱いができますか？ 

  Ａ：できません。各ＩＣカード発行事業者にて取扱います。 

 

Ｑ５．ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａ以外の交通系ＩＣカードは、バス車内でオートチャージはされま

すか？ 

  Ａ：ＰＡＳＭＯエリアのバス車内では、ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａを含めオートチャージはさ

れません。ご利用の際はご注意ください。 

 

Ｑ６．ＰＡＳＭＯは、他のエリアでオートチャージはされますか？ 

  Ａ：ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａ以外のエリアではオートチャージはされません。ご利用の際は

ご注意ください。 

 

Ｑ７．交通系ＩＣカードは、バス車内で現金でのチャージはできますか？ 

  Ａ：ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａと同様にバス車内では、１，０００円札、５，０００円札、 

１０，０００円札いずれか紙幣１枚でのチャージが可能です（つり銭は出ません）。但し、残

高が１０，００１円以上のときは、チャージすることができません。 

 

Ｑ８．ＰＡＳＭＯに他のエリアの定期券を載せることは可能ですか？ 

  Ａ：できません。定期券はご利用になるエリアで発行しているＩＣカードにのみ載せること 

ができます。 

 

Ｑ９．ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａ以外の交通系ＩＣカードは、金額式ＩＣ定期券を載せることがで 

きますか？ 

Ａ：できません。ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａのみのサービスです。 

 

Ｑ１０．ＰＡＳＭＯの払戻しは他のエリアでできますか？ 

  Ａ：できません。払戻しは、ＰＡＳＭＯ取扱事業者で取扱います。 

 

Ｑ１１．ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａ以外の交通系ＩＣカードは、ＰＡＳＭＯエリアで実施している

独自サービスを受けることができますか？  

  Ａ：できません。但し、一部の事業者で取扱いをしているＩＣ割引運賃は、適用されます。 

 

Ｑ１２．交通系ＩＣカードは他のエリアで電子マネーを利用できますか？ 

  Ａ：ＰｉＴａＰａ及びＰｉＴａＰａ加盟店を除き利用できます。 
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Ｑ１３．ＰｉＴａＰａは、なぜ電子マネーが利用できないのですか？ 

  Ａ：ＰｉＴａＰａカードをＰｉＴａＰａ加盟店で利用する場合は、クレジット決済として物 

販利用が可能ですが、電子マネーの機能は付加されていないため、使用できません。 

 

Ｑ１４．ＰｉＴａＰａは、ＰｉＴａＰａエリアでの使用方法と同様にＰＡＳＭＯエリアで電車・ 

バスを利用できますか？   

  Ａ：ＰｉＴａＰａはＰｉＴａＰａエリアで使用した場合は後払い（ポストペイ）方式となっ 

ていますが、ＰＡＳＭＯエリアを含めＰｉＴａＰａエリア外で使用する際は、ＰＡＳＭＯと 

同様にあらかじめチャージ（入金）をしていなければ使用できません。 

 

Ｑ１５．ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａ以外の交通系ＩＣカードは、一日乗車券を載せることができま 

すか？ 

  Ａ：できません。ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａのみのサービスです。 


